
第１４０号議案 

５８ 

石巻広域都市計画区域区分の変更計画書 

 

１．市街化区域及び市街化調整区域の区分 

下記のとおり変更する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．人口の規模 

本区域の将来におけるおおむねの人口を次のとおり想定する。 

□ おおむねの人口 

区  分 基 準 年 平成 37年 

市街化区域内人口 133千人 おおむね 125  千人 

注）  基準年は平成27年値（国勢調査、都市計画基礎調査） 

 

３．変更理由 

 平成27年度から都市計画法第６条に定める都市計画基礎調査を行った結果、「宮城の将

来ビジョン」等の上位計画や復興整備計画の変更、関連計画における本区域の果たすべき

役割や社会情勢の変化に対応しながら、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため、都

市計画の見直しが必要になると判断されることから、「石巻広域都市計画区域区分」につ

て見直しを行う。 
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震災からの復興の推進及び災害に強く，安全で安心して暮らせるまちづくり 
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6）計画的な市街地整備の見通しがある区域に関する方針 

次の条件を満たす地区は、市街化区域への編入を予定する地区として整備目的、区

域等を明らかにする。 

・県及び市町の総合計画等の関連計画に位置づけられていること 

・人口動向及び市街地の規模からみた宅地の供給等に応じた住宅地、都市的サービス

の向上に寄与する商業・業務地、宮城の将来ビジョンにおける「富県宮城」を実現

するために必要な工業地・流通業務地等、新たな市街地形成が必要であること 

・自然公園区域等の区域を含まず、環境保全上支障がないこと 

・工業地・流通業務地以外は既存市街化区域に隣接し、隣接する市街化区域内に広範

囲な未利用地・空宅地がないこと 

・計画目標年次までに建築等の需要が確実な地区であること 

・生活・交通利便性が一定水準以上であること（工業・流通系を除く） 

 

また、市街化区域への編入を予定する地区は、予定されている市街地整備が確実に

なされるよう、次の条件を全て満たした段階で市街化区域への編入を行う。 

・開発主体が定まっていること 

・必要な環境保全対策の実施が確実であること 

・具体的な開発計画及び事業計画が作成されていること 

・開発計画の実施及び必要な道路等の都市施設の整備が確実であること 

・関係法令との整合性が図られていること 

 

さらに、市町村の総合計画等の関連計画に位置づけられ、環境保全上支障がない区

域のうち、本方針の目標を達成するために必要となる開発計画区域については、将来、

市街化区域への編入が見込まれる区域とする。 

 

【市街化区域編入予定地区】 

番号 市町村名 開発目的 

1 石巻市 商業・業務地・工業地 

2 東松島市 商業・業務地 

3 女川町 工業地 

 

今後、こうした区域については、計画の進展を図りながら具体的な開発計画等が確

定するなど、市街化区域編入予定地区が市街化区域へ編入される際の必要条件と同等

の条件が満たされた段階で、農業、環境等の必要な調整を行い、市街化区域への編入

を行う。 
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□石巻広域都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 付図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


